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⼊⼒地震動の策定 ★

耐震建物01（評価対象の網羅性，
既設⼯認との⼿法の相違点の整理） □ ▽

耐震建物31
（既認可からの変更点︓洞道） □ ▽

耐震建物38
（既認可からの変更点︓建物） □ ▽

耐震機電13
（既認可からの変更点︓機器・配管系） □ ▽

共通12（外部衝撃） ★ ▼ □ ▽ □ ▽ □ ☆

共通12（溢⽔）

共通12（化学薬品漏えい）

共通12（⽕災防護設備）

共通12（地震） ★ （☆）

共通12（重⼤事故等対処設備） □ ▽ □ □ □ ☆

共通12（その他）

溢⽔ コメントに対する対応⽅針 □ ▽

薬品 薬品00-01 ▽

内部⽕災 各補⾜説明資料

各条00別紙1（乾固、⽔素、プール、放出抑制、⽔供給、通信）
・基本設計⽅針への⼋号（有効性評価）取り込み

□
39条
乾固

▽
39条
乾固

□ ▽

重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の⾻格整理）
・蒸発乾固 □ ▽ □ ▽

重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の⾻格整理）
・⽔素、プール、放出抑制、⽔供給、通信 □ ▽

重事17（基本設計⽅針-事故条⽂の添付書類-健全性説明書の関係性）
・蒸発乾固 □ ▽ □ ▽ □ ▽

重事17（基本設計⽅針-事故条⽂の添付書類-健全性説明書の関係性）
・⽔素、プール、放出抑制、⽔供給、通信 □ ▽ □ ▽

各条00別紙1（先⾏条⽂以外）
・基本設計⽅針への⼋号（有効性評価）取り込み □ ▽ □ ▽

重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の⾻格整理）
・臨界、TBP □ ▽ □ ▽

重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の⾻格整理）
・電源、計装、制御室、放管、緊対 □ ▽ □ ▽

重事17（基本設計⽅針-事故条⽂の添付書類-健全性説明書の関係性）
・臨界、TBP □ ▽ □ ▽

重事17（基本設計⽅針-事故条⽂の添付書類-健全性説明書の関係性）
・電源、計装、制御室、放管、緊対 □ ▽ □ ▽

重事17（相関図）
・⻯巻、溢⽔

□
⻯巻

▽
⻯巻

□
⻯巻
溢⽔

▽
⻯巻
溢⽔

□
溢⽔

▽
溢⽔

重事17（基本設計⽅針-健全性説明書-SA設備の設計⽅針の関係性）
・⻯巻 ▼ ■ □ ▽

重事17（基本設計⽅針-健全性説明書-SA設備の設計⽅針の関係性）
・溢⽔ □ ▽

重事17（基本設計⽅針-健全性説明書-SA設備の設計⽅針の関係性）
・その他外部衝撃 □ ▽□ ▽

各条00別紙1〜6

個別補⾜説明資料

その他 第2回設⼯認申請書の不備について
□ ▽ □ ▽ □ ▽

☆

⾄近の対応スケジュール

重⼤事故 　　　　　　　☆

凡例︓☆審査会合案件　▽ヒアリング　□資料提出

⽇本原燃株式会社
2023年3⽉1⽇

　 3⽉の会合での説明事項
　　 ☆ 　:説明予定の項⽬
　（☆）:説明を⽬標とする項⽬

４⽉

1週 2週 3週 4週
項⽬

2⽉

地盤
地震

（SA）

類型分類
設備構造

※ヒアリング⽇程は要調整

　 ４⽉の会合での説明事項
　　 ☆ 　:説明予定の項⽬
　（☆）:説明を⽬標とする項⽬

3⽉

☆
現在の対応状況を報告

☆
内容について報告

調整中

・外部衝撃、重⼤事故等対処設備以外については、外部衝
撃を踏まえた展開作業の状況を踏まえて別途設定
・類型分類結果のリストは関連条⽂の構造概要の資料提出
に合わせて提出（その他条⽂のリストは最後に纏めて提出）

2/27ヒアを踏まえた整理⽅針の⾒直し結果（表
類のフォーム含む）及び⾶来物防護板（主排気
筒、屋外ダクト）の構造概要説明

3/3ヒアを踏まえた整理⽅針の⾒直し結果（表類
のフォーム含む）及び外部衝撃で整理する対象設
備の構造概要説明

基本は主要条⽂（外部衝撃、溢⽔、化学薬品漏えい、⽕災防護設備、地震、
重⼤事故等対処設備）の分類で構造概要の説明を整理する⽅針であるが、当
該分類で整理できない設備はその他として纏めて整理

申請対象設備の類型

重⼤事故等対処設備の
構造設備の類型の整理
内容を説明

溢⽔の進捗状況も踏まえヒアリングを設定

追⽽、コメント反映版 コメント反映版

外部衝撃の対応状況を踏
まえて⾒直す場合がある

別紙
1〜6

重事17での1.設計条件及び評価判断基準に係る説明において必要なものを順次提出、その後2-1に係る補⾜説明資料を提出

1.設計条件及び評価判断基準から2-1
となる共通12の類型分類・構造へ進む

ヒアリングの状況を踏まえ資料提出⽇およびヒアリング⽇を設定する

修正⽅針の認識合わせ 1.設計条件及び評価判断基準から2-1
となる共通12の類型分類・構造へ進む

ヒアリングの状況を踏まえ資料提出⽇およびヒアリング⽇を設定する


